
令和６年度 

      射水市職員採用上級試験 募集要項 

      社会福祉士 社会福祉士（経験者） 

２次募集 

射水市企画管理部人事課  

 

 

１ 受付期間   令和６年８月２６日（月）～９月１７日（火）午後５時 

 

２ 試験区分、採用予定人員及び主な職務内容 

試験区分 採用予定人員 主な職務内容 

社会福祉士 

若干名 福祉に関する専門業務等 社会福祉士 

（経験者） 

（注） 令和６年９月２２日（日）に試験を行う他の職種の試験との併願はできません。また、受付期

間終了後に試験区分を変更することは認めません。 

 

３ 受験資格 

試験区分 受 験 資 格 

社会福祉士 
平成４年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士資格を有する人又は令和７

年３月までに社会福祉士資格を取得見込みの人 

社会福祉士 

（経験者） 

昭和５９年４月２日以降に生まれた人で、次のすべての要件を満たす人 

⑴ 社会福祉士資格を有する人又は令和７年３月までに社会福祉士資格を取得見

込みの人 

⑵ 民間企業等での福祉に関する職務経験※が通算して３年以上ある人 

※「福祉に関する職務経験」とは、地方公共団体や福祉施設、病院等での生活支

援業務、相談業務、ケースワーク業務等の経験を指します 

※ 勤務時間が概ね週３５時間以上の勤務期間を職務経験期間として算入してください。正規、非正

規の雇用形態は問いません。 

※ 最終合格発表後、職務経験年数の確認のため、職務経験証明書等を提出していただきます。通算

して３年以上の職務経験期間を確認できなかった場合は、採用されません。 

※ 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

⑴ 日本の国籍を有しない人 

⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

⑶ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 



４ 試験の日時・場所及び合格発表 

区分 日時・場所等 合格発表 

第
１
次
試
験 

令和６年９月２１日（土）～ 

１０月８日（火） 

全国のテストセンター会場 他 

令和６年１０月中旬 

※ 第１次試験合格者の受験番号を市のホ

ームページに掲示するとともに、合格者

のみに通知します。 

第
２
次
試
験 

令和６年１１月上旬（予定） 

射水市役所（射水市新開発 410番地 1） 

※ 具体的な日程等は、第１次試験の合格者に

通知します。 

令和６年１１月中旬（予定） 

※ 第２次試験合格者の受験番号を市のホ

ームページに掲示するとともに、全員に

通知します。 

＜第１次試験当日の持ち物＞ 

①受験票 

②本人を確認する書類（運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きの証明書） 

 

 

５ 試験の方法及び内容 

  ⑴ 第１次試験 

試験科目 内  容 

基礎能力検査 

（大学卒業程度） 

文章読解能力、数的能力、論理的思考能力、人文・社会・自然に関する

一般知識及び基礎英語についての試験（択一式・６０分） 

（テストセンター方式）※別紙「テスト方式について」参照 

事務能力検査 
職務遂行に必要な事務能力をみるための検査（択一式・５０分） 

（テストセンター方式）※別紙「テスト方式について」参照 

適性検査※ 
職務遂行に必要な適性をみるための検査（択一式・３５分） 

（ＷＥＢ方式）※別紙「テスト方式について」参照 

  ※ 適性検査の結果は、第２次試験面接試験受験者の合否判定に使用します。 

   

⑵ 第２次試験は、第１次試験合格者に対して面接試験を行います。 

 

６ 合格から採用まで 

⑴ 最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、そのうちから採用する人を決定します。採用が決定  

された人は、令和７年４月に採用される予定です。（本人の了承を得て、令和７年４月以前に採用され

る場合があります。）ただし、６か月間は試用期間とします。 

⑵ 採用予定者に対し、資格審査（受験資格の有無や申込書記載事項の確認等）及び身体検査（健康   

診断書の提出により職務遂行に必要な健康度の確認）を行います。 

 

 



 

７ 給  与 

区 分 初 任 給 諸  手  当 

社会福祉士 196,200円 
 期末・勤勉手当、扶養手

当、住居手当、通勤手当、

時間外勤務手当等がそれ

ぞれの支給条件に応じて

支給されます。 

社会福祉士（経験者） 

※福祉に関する職務経験３年 
213,200円 

（注） 上記の額は、令和６年４月１日現在の額です。採用時までに給与改定があった場合はそれによ

ります。また、採用前の職務経験などに応じ、上記の額に一定の基準で加算されます。 

 

８ 受験手続 

⑴ 受験手続は、インターネット（マイナポータル※）から受け付けます。下記射水市ホームページの

試験申込欄から申し込んでください。※マイナンバーカードや専用アプリは必要ありません。 

射水市ホームページ「令和６年度職員採用試験募集案内」【試験申込】 

https://www.city.imizu.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=28831 

※ 顔写真データ（png、jpg、jpeg）の添付が必要です。 

こちらの２次元コードから直接申込フォームにアクセスできます。 

社会福祉士         社会福祉士（経験者） 

 

 

 

 

  インターネットによる申込みができない特段の事情がある方は、人事課人事係（TEL0766-51-6613）

まで連絡してください。 

⑵ 申込画面上の注意事項に従って申込手続を行ってください。申込みが正常に行われていれば「電子

申請受付」のお知らせメールが届きます。迷惑メール防止対策のため受信拒否設定をされている場合

は、「@mail.oss.myna.go.jp」からのメールを受信できるよう、事前に設定してください。 

⑶ 申込手続には時間がかかる場合がありますので、余裕をもって早めに行ってください。電子申請シ

ステムの保守のため、受付期間でも申込みができない場合があります。受付の停止予定は、マイナポ

ータルサイトのメンテナンス情報からご確認ください。 

⑷ 受付期間は、８月２６日（月）から９月１７日（火）午後５時です。 

⑸ 第１次試験（テストセンター方式検査及びＷｅｂ方式検査）の受験案内と受験票は、９月１９日（木）

頃にメールで送付する予定です。※別紙「テストセンター方式について」に記載されたメールアドレ

スと「saiyo@city.imizu.lg.jp」を受信できるよう事前に設定してください。９月２０日（金）頃ま

でにメールが届かない場合は、人事課人事係（TEL0766-51-6613）までお問い合わせください。 

 

 

https://www.city.imizu.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=28831


９ 試験結果の開示 

  この採用試験の結果については、個人情報の保護に関する法律第６９条第２項の規定により、口頭で

開示を請求できます。 

なお、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人が本人であることを証明する書類（運

転免許証、マイナンバーカードなど写真付きの証明書）を持参のうえ、午前８時３０分から午後５時１

５分までの間に人事課（射水市役所３階）に直接お越しください。（ただし、日曜日、土曜日及び祝日を

除きます。） 

試験 開示請求できる人 開示内容 開示の期間及び場所 

第１次試験 
第１次試験の 

不合格者本人 
合計得点及び総合順位 合格発表の日から１か月間 

射水市企画管理部人事課 

射水市新開発 410番地 1 

射水市役所３階 第２次試験 
第２次試験の 

受験者本人 
合計得点及び総合順位 

 

 

１０ その他 

⑴ 受付期間終了後は受け付けません。 

⑵ 職員採用についての問合せは、企画管理部人事課人事係（TEL0766-51-6613）までお願いします。 

 

 

 

● 
アイタウン 


